
平成２５年４月１日施行

サービス種別 項目 東大阪市基準（新）

認知症対応型共同生活介護

ユニット型地域密着型介護
老人福祉施設入所者生活
介護

居室について
居室うち居間又は共同生活室に面しているもの
について、利用者のプライバシーを確保する措
置を講じなければならない


